
相談支援センターかがやき 

（指定障害児相談支援・指定特定相談支援） 

 契約書 

         様（以下「利用者」という）と相談支援センターかがやき（以下「事業者」と

いう。）は、事業者が利用者に対して行う指定障害児相談支援等について、次の通り契約しま

す。 

 

第１条（契約の目的） 

  本契約は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談支援を行

い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に

対して必要な法令に基づく指定計画相談支援等を適切に提供することを定めます。 

 

第２条（契約期間） 

  本契約の有効期間は、契約締結日から１年間とします。契約期間満了の１か月前までに申出

がない場合には、自動的に契約を更新するものとします。 

 

第３条（サービス等利用計画の作成） 

  事業者は、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させ、障害児支援利用計画等の作

成を支援します。 

 ①利用者の居宅など、生活の場に訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決す

べき課題を把握します。 

  ②当該地域における障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を

適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 

  ③提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点等を盛り

込んだ障害児支援利用計画等の原案を作成します。 

  ④障害児支援利用計画等の原案に盛り込んだ福祉サービス等について、障害児通所給付費等

の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者及びそ

の家族に説明し、利用者の同意を受けます。 

  ⑤その他、障害児支援利用計画等の作成に関する必要な支援を行います。 

  ⑥事業所内での、配置転換により、担当の障害児相談支援専門員を変更することが          

あります。 

 

第４条（経過観察・再評価） 

事業者は、障害児支援利用計画等の作成後、次の各号に定める事項を障害児相談支援専門員 

に担当させます。 

  ①利用者及びその家族との連絡を継続的に行い、経過の把握に努めます。 

  ②作成した障害児支援利用計画等の目標に沿ってサービスが提供されるよう障害福祉サービ



ス事業者等との連絡調整を行います。 

 ③利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて障害児支援利用計

画等の変更、支給決定の更新申請等に必要援助を行います。 

 

第５条（計画の変更） 

  利用者が障害児支援利用計画等の変更を希望した場合、または事業者が変更の必要と判断し

た場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、障害児支援利用計画等を変更します。 

 

第６条（入所施設等への紹介） 

  事業者は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は利用者及

び家族が障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合は、障害児入所施設等への紹介を

行います。 

 

第７条（利用料金） 

  事業者の提供する指定障害児相談支援等に関する利用料金について、事業者が法律の規定に

基づいて市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利

用者の自己負担はありません。ただし、事業者がサービス利用料金に相当する給付を受領する

ことができない場合は、利用者はサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うも

のとします。 

 

第８条（契約の終了） 

１ 利用者は、事業者に対して文書で通知することにより、この場合には、本契約を解約するこ

とができます。契約終了を希望する日の 30 日前までに事業所に通知するものとします。 

ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。 

２ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して１ヶ月間の予告期間をおいて理由

を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 この場合、事業

者は当該地域の他の障害児相談支援等事業者をご紹介いたします。 

３ 事業者は、利用者又はその家族が事業者や相談支援専門員に対して、この契約を継続し難い

ほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約すること

ができます。 

４ 利用者の障害児相談支援給付費等が取り消された場合、この契約は自動的に終了します。 

５ 利用者より、現状 不可能な要求を継続的にあった場合、市役所の了承のもと 

契約を終了させて頂くことがあります。 

 

第９条（事故と損害賠償） 

１ 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村、利用

者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。なお、利用者に対するサービスの提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

加入保険：介護労働安定センター（対物 1000 万円/対人 1億円までの保証対応保険） 

 



 

  

第１０条（秘密保持） 

 事業者の従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密に

ついて、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。 

 

第１１条（苦情解決） 

  利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦

情受付窓口及び行政機関その他苦情受付機関に苦情を申し立てることができます。 

 

第１２条（本契約に定めのない事項） 

１ 利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 

２ 本契約に定めのない事項については、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者が署名押印のうえ、１通ずつ保有するもの

とします。 

 

契約締結日  令和   年  月   日 

 

利用者 

＜氏   名＞                        印  

 

＜住   所＞                      

 

（代理人） 

＜氏   名＞                   印  

 

＜住   所＞       同 上            

 

        ＜続   柄＞                      

 

 

事業者 

   ＜事 業 所 名＞   株式会社かがやき 

「相談支援センターかがやき」 

   ＜所 在 地＞   千葉市花見川区幕張本郷４丁目７－１７ 

MH ビル３０２号 

 

   ＜代 表 者 名＞   代表取締役 佐藤 輝   ㊞ 


